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平成３０年度定期監査の結果 

 

 

  １ 監査の種類 

   定期監査（地方自治法第199条第４項） 

 

 ２ 監査の対象    

       （監査対象部局） 

各部局、消防本部、教育委員会、振興事務所、水道事業 

       （監査の対象範囲） 

平成30年４月１日から平成30年９月30日までに執行された事務事業 

 

 ３ 監査の着眼点 

       （１）財務事務は適正に執行されているか 

       （２）平成29年度決算審査における「意見と指摘事項」に対応されているか 

       （３）各部署において課題となっている施設等の現場状況 

 

 ４ 監査の実施内容 

       （１）書類の監査 

       （２）資料に基づく説明の聴取 

       （３）現地での監査 

 

 ５ 監査の実施場所及び日程 

       実施場所 郡上市役所４階委員会室及び現地 

       実施日程 平成30年11月6日から11月19日まで（実施日５日間） 

 

 ６ 監査の結果 

   平成30年度における定期監査を平成30年11月6日に始め11月19日に終了した。 

   定期監査は平成30年度郡上市監査計画に基づき、各部における主要事業の実施状

況及び予算執行状況について把握することを目的として行なった。 

   監査の結果は、総体的には事務の処理及び事業の執行の状況が、概ね当初の計画

どおり進捗しており、市当局の不断の努力に改めて敬意を表するものである。 

   以下監査結果の意見について述べることとする。 
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定期監査結果の意見 

 

  平成30年度予算執行状況については、平成30年９月30日現在の執行状況の監査を行

い、概ね予定どおりの執行がされていることを確認した。 

 

議会事務局 

事業は予定どおり執行されており、特に意見はない。 

 

市長公室 

  事業は予定どおり執行されており、特に意見はない。 

  

総務部 

 ・ライフライン保全対策事業について 

 ライフライン保全対策事業は、その趣旨に照らせば、雪害が生じる恐れのある時期以

前に事業が完了することが望ましいため、次年度以降の執行のあり方について検討され

たい。 

  

健康福祉部 

事業は予定どおり執行されており、特に意見はない。 

 

農林水産部 

事業は予定どおり執行されており、特に意見はない。 

    

商工観光部 

事業は予定どおり執行されており、特に意見はない。 

 

建設部 

事業は予定どおり執行されており、特に意見はない。 

 

環境水道部 

事業は予定どおり執行されており、特に意見はない。 

 

教育委員会事務局 

 ・給食費の徴収方法について 

 現在、保育料の滞納分の徴収については児童手当から充当しているので、学校給食費

の滞納分の徴収についても児童手当から充当できるよう検討されたい。 
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消防本部 

  事業は予定どおり執行されている。特に意見はない。 

 

国民健康保険特別会計 

事業は予定どおり執行されており、特に意見はない。 

 

国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定） 

事業は予定どおり執行されており、特に意見はない。 

 

下水道事業特別会計 

  事業は予定どおり執行されており、特に意見はない。 

 

介護保険特別会計 

  事業は予定どおり執行されており、特に意見はない。 

 

介護サービス事業特別会計 

  事業は予定どおり執行されており、特に意見はない。 

 

駐車場事業特別会計 

  事業は予定どおり執行されており、特に意見はない。 

 

宅地開発特別会計 

  事業は予定どおり執行されており、特に意見はない。 

 

青少年育英奨学資金貸付特別会計 

  事業は予定どおり執行されており、特に意見はない。 

 

後期高齢者医療特別会計 

  事業は予定どおり執行されており、特に意見はない。 

 

小水力発電事業特別会計 

  事業は予定どおり執行されており、特に意見はない。 

 

工業団地事業特別会計 

  事業は予定どおり執行されており、特に意見はない。 
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大和財産区特別会計 

  事業は予定どおり執行されており、特に意見はない。 

 

白鳥財産区特別会計 

  事業は予定どおり執行されており、特に意見はない。 

 

牛道財産区特別会計 

  事業は予定どおり執行されており、特に意見はない。 

 

石徹白財産区特別会計 

  事業は予定どおり執行されており、特に意見はない。 

 

高鷲財産区特別会計 

  事業は予定どおり執行されており、特に意見はない。 

 

下川財産区特別会計 

  事業は予定どおり執行されており、特に意見はない。 

 

明宝財産区特別会計 

  事業は予定どおり執行されており、特に意見はない。 

 

和良財産区特別会計 

  事業は予定どおり執行されており、特に意見はない。 

 

水道事業会計 

  事業は予定どおり執行されており、特に意見はない。 

 

結 論 

 監査の結果、総体的には事務事業は概ね順調に進んでいると見受けられた。 

しかし滞納整理については、各担当部署で行わず、より効果的・効率的な方法で徴収を行う

よう体制を改め、部局を跨いだ情報の共有と連携に努められたい。 

以上、定期監査結果の意見とするが、事務事業の効率的な執行に向け、今後より一層

の努力を期待する。 


